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≧�能力単位の数値の合計数�

指定可燃物の数量�
指定可燃物の単位数量×50≧�能力単位の数値の合計数�

（但し単位数量の500倍以上の場合は大型消火器を設置する）�
※大型消火器とは性能により規格で定めるA10、B20以上のものをいう。�

電気設備のある場所の床面積100m2以下毎に1個以上設けること。�

1）適応する消火器具を設ける。（令別表第4）�
2）各階毎に設置する。�
3）防火対象物の各部分から歩行距離20m以下となるように配置する。�
　（大型消火器の場合は30m以下）�
4）簡易消火用具は能力単位の合計数が2以上の場合1/3まで。�
　（消火器は2/3以上必要）�
5）軽減規定�
　大型消火器を設置した場合は、その有効範囲内の部分について、
　その適応性の同一の消火器具を2分の1まで軽減できる。�
　消火栓、又はスプリンクラー設備をした場合は、その有効範囲内の
　部分について、それと適応性が同一の消火器具を3分の1まで軽減
　できる。�
　化学消火装置をした場合は、その有効範囲内の部分について�
　　イ.それと適応性が同一の消火器具を3分の1まで軽減できる。�
　　ロ.それと適応性が同一の大型消火器は設置しないことができる。�
6）制限規定（ハロゲン化物消火器）�
　換気について有効な開口部の面積が、床面積に対し30分の1以下
　である地階、無窓階、居室但し、ハロゲン化物消火器の内ハロン
　1301消火器だけが設置できる。�
　①床面積が20平方米以下の場所には、二酸化炭素消火器を設置
　　してはならない。�
　②床面積が20平方米以下の場所には、ハロン1301は設置して
　　良いがその他のハロゲン化物消火器を設置してはならない。�
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